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△ 使用人の所得補償保険料

Q:私は、個人で新聞販売店を営んでいま
す。使用人を被保険者とする所得補償保険に

加入して、私が保険料を負担した場合、この

保険料はどのように取り扱われるのでしょう

か ◎

A ●
● 給与又は福利厚生費として、事業所得

の計算上必要経費に算入することができます。

【解説】

所得補償保険は、被保険者が傷害や傷病に

よって仕事に就くことができなくなったとき

に、その仕事に就くことができない期間に応

じて計算した保険金を被保険者に支払う損害

保険契約です。

ところで、個人事業主が自己を契約者とし、

使用人のために損害保険契約に係る保険料を

支払ったことにより使用人が受ける経済的利

益については、特定の使用人のみを対象とす

る場合は、使用人に対する給与等とされます

が、そうでない場合には、課税しなくて差し

支えないこととされています。

したがって、ご質問の場合、経済的利益を

受けるのが特定の使用人であれば、その者に

対する給与等として、そうでなければ福利厚

生費等として、事業所得の金額の計算上必要

経費に算入することができます。

なお、事業主が自分自身を被保険者として

支払う所得補償保険に係る保険料は、事業上

の経費にはなりません。
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